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人
口
と
世
帯

（
外
国
人
含
む
）

人口

世帯

男
女

４２７,８２８人

１９１,４６７世帯

２１０,１６９人
２１７,６５９人

　（前月より２４８人増）

（前月より２４１世帯増）
　（２０１６年６月１日現在）

一戸建空家の所有者

こんなお悩みありませんか？

町田市

○空家を相続すると
　どんな手続きが必要？
○空家を売却すると、
　所得税はどうなるの？
○空家の草刈りは
　どこに頼めるの？

まずは住宅課に
お電話下さい！

相談内容に応じて下記の
相談窓口や各専門団体を
ご紹介します！

住宅課　724・4269辺

　

国
が
実
施
し
た
「
平
成　

年
住

２５

宅
・
土
地
統
計
調
査
結
果
」（
総

務
省
統
計
局
）
に
よ
る
と
、
市
内

に
あ
る
空
家
１
万
７
３
６
０
戸
の

う
ち
、
未
活
用
の
空
家
が
２
４
４

０
戸
あ
り
、
そ
の
う
ち
２
１
３
０

戸
が
一
戸
建
て
の
住
宅
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
、
町
田
市
の
空
家
率

は
７
・
７
％
と
、
多
摩　

市
で
一

２６

番
低
い
状
況
で
し
た
。

　

ま
た
、
住
宅
総
数
が
増
え
て
い

る
こ
と
や
、
今
後
見
込
ま
れ
る
人

口
の
減
少
、
高
齢
化
率
の
増
加
に

　

江
戸
時
代
の
絵
巻
か
ら
現
代
の

絵
本
ま
で
、
妖
怪
の
物
語
や
町
田

の
妖
怪
伝
承
を
紹
介
し
ま
す
。

　

目
を
凝
ら
し
、
耳
を
澄
ま
せ
て

妖
怪
た
ち
の
物
語
を
楽
し
ん
で
下

さ
い
。

○
会
期　

７
月　

日
土
～
９
月　

１６

１９

日
祝
、
午
前　

時
～
午
後
５
時

１０

○
休
館
日　

月
曜
日
（
た
だ
し
７

月　

日
、
９
月　

日
は
開
館
）、

１８

１９

　

等
身
大
の
人
形
を
扱
う
人
形
芝

居
の
町
田
初
の
上
演
会
で
す
。

　

妖
し
く
も
可
愛
ら
し
い
猫
の
お

姫
様
が
宙
を
舞
い
、
七
変
化
を
演

じ
る
演
目
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
楽
し
め
ま
す
。

○
日
時　

７
月　

日
土
午
前　

時

１６

１０

～　

時
１１

○
場
所　

同
館

○
出
演　

人
形
師
・
飯
田
美
千
香

氏
、
文
芸
評
論
家
・
東
雅
夫
氏

※
上
演
後
に
、
本
展
特
別
協
力
の

東
氏
と
飯
田
氏
に
よ
る
ス
ペ
シ
ャ

ル
ト
ー
ク
を
行
い
ま
す
。

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

８０

※
子
ど
も
連
れ
の
方
専
用
桟
敷
ス

ペ
ー
ス
を
含
み
ま
す
。

○
申
し
込
み　

７
月
１
日
正
午
か

ら
、
電
話
で
同
館
へ
。

備えあれば空家なし！～空家対策で安心なまちづくり
ゼロ

町田市空家０計画
を策定しました

©石黒亜矢子「宿神」2002年

町
田
市
民
文
学
館 

開
館
10
周
年
記
念

妖
怪
が
い
た
！

―

こ
こ
に
も
、そ
こ
に
も
、町
田
に
も―

７
月
10
日
㈰
は

参
議
院
議
員
選
挙
で
す

舞
う
！
化
け
る
！

人
形
芝
居

「
猫
姫
く
ぐ
つ
舞
」

ヒ
ト
カ
タ

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

ね
こ
ひ
め
だ
に
ゃ
ー

烏 羽隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

烏
羽

隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠

烏 羽隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

専門団体による相談窓口～協定締結団体による専門的な相談です
相談内容団体名

空家の相続、成年後見等権利関係の整理、空家
をめぐる紛争の解決町田弁護士クラブ1

土地・建物の相続登記、成年後見等東京司法書士会町田支部2
空家対策に係る国税（所得税、相続税等）東京税理士会町田支部3
建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認東京土地家屋調査士会町田支部4
建物の耐震・改修（一社）東京都建築士事務所協会町田支部5
空家の草刈りなどの管理（公社）町田市シルバー人材センター6
空家対策と連携したまちづくり（特）法人顧問建築家機構7

不動産（空家）の売買や賃貸（公社）東京都宅地建物取引業協会町田支部8（公社）全日本不動産協会東京都本部町田支部
※1～7は6月22日に、8は3月31日に協定を締結しました。

烏
羽

隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
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隠

問
市
役
所
代
表
辺
７
２
２
・
３
１
１
１

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
辺
７
２
４
・
２
１
６
８

基本方針1：空家の発生予防
「所有者への情報提供」「各種専門家と連携した
相談体制の整備」

基本方針2：空家所有者等の適切な管理の促進
「所有者等へ理解促進のための取り組み」

基本方針3：空家の利活用の促進
「空家の不動産流通の促進」「財産管理の支援」
「空家等の公共公益的な利活用の促進」

基本方針4：空家対策に係る体制の整備
「空家に関する対策の実施体制」「住民等からの
空家に関する相談への対応」「空家の調査」

空家０計画～４つの基本方針

問
同
館
辺
７
３
９
・
３
４
２
０
返
７
３
９
・
３
４
２
１

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
町
田
・
南
町
田
・
鶴
川
の
各

駅
前
連
絡
所
の
窓
口
業
務
を
休
所

し
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
証
明
書
自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止
し
ま
す
。

問
市
民
課
辺
７
２
４
・
２
１
２
３

返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
２
６

２

業
務
・
サ
ー
ビ
ス
を
休
停
止

駅
前
連
絡
所

コ
ン
ビ
ニ
証
明
書
自
動
交
付

７
月
16
日
〜
18
日

業務・サービス
休停止日程表

×＝休停止、祝休＝休業日
コンビニ
交付

駅前
連絡所

××16日土
7
月 ××17日日

×祝休18日祝
※コンビニ交付サービスの再開は、
19日午前6時30分です。

問住宅課辺724・4269返050・3161・6109

 お知らせ 
広報まちだ7月11日
号は、7月10日の朝
刊に折り込まれます

伴
い
空
家
が
増
え
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
新
た
な
空
家
の
発
生
を

抑
え
今
あ
る
空
家
の
適
切
な
管
理

・
活
用
を
促
進
し
、
良
好
な
住
環

境
の
保
全
を
目
的
に
、「
町
田
市

空
家 
０ 
計
画
」
を
策
定
し
ま
し

ゼ
ロ

た
。
こ
の
計
画
は
「
町
田
市
空
家

等
対
策
計
画
策
定
懇
談
会
」
で
検

討
を
重
ね
、
そ
の
報
告
を
も
と
に

策
定
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
で
は
、
４
つ
の
基
本
方
針

（
左
図
参
照
）
を
掲
げ
、
２
０
２

０
年
ま
で
の
５
年
計
画
で
、
２
０

１
６
年
度
は
、
実
態
調
査
を
行
う

と
と
も
に
、
相
談
体
制
を
整
備
し

ま
す
。

　

な
お
本
計
画
は
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
頂
け
ま
す
。

８
月　

日
、
９
月
８
日

１２

○
場
所　

同
館
２
階
展
示
室

６
月　

日
に
各
専
門
団
体
の
皆
さ

２２

ん
と
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

空家に関する
相談窓口を
開設します

　

市
で
は
、
本
計
画
の
取
り
組
み

の
一
つ
と
し
て
、
各
専
門
団
体
と

協
定
を
締
結
し
ま
し
た
（
左
下
表

参
照
）。
今
後
は
、
市
と
各
専
門

団
体
と
連
携
し
、
空
家
の
所
有
者

を
対
象
と
し
て
、
よ
り
専
門
的
な

相
談
や
情
報
提
供
、
セ
ミ
ナ
ー
開

催
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

　空家に関する皆さんの悩みを把握するた
め、各種専門家に無料で相談できる窓口を
半年間設置します。
○相談日　7月25日～2017年1月23日の
毎月第2・4月曜日、午前9時30分～正午（1
人30分）

※弁護士＝第2月曜日、税理士＝第4月曜
日、宅地建物取引士＝第2・4月曜日
※10月と1月は、第2月曜日が祝日のため、
第3月曜日に行います。
○場所　市民相談室（市庁舎1階）
○申し込み　電話で住宅課へ。

  空家に関する相談窓口  




